
報告第２号

地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の

決定の専決処分をしたことの報告について
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地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の

決定の専決処分をしたことの報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により指

定された損害賠償額の決定について、次のとおり専決処分をしたので、同条

第２項の規定により報告する。



資料

法律上の義務に関する損害賠償額の決定

区分 １ ２ ３

相

手

方

杉並区

天沼３丁目在住

女性

杉並区

南荻窪３丁目在住

男性

杉並区

高円寺北４丁目在住

女性

事

故

日

平成 23 年 7 月 29 日 平成 23 年 11 月 7 日 平成 24 年 2 月 14 日

場所 杉並区天沼３丁目 杉並区成田西２丁目 杉並区阿佐谷南２丁目

車

両

等

区

側
清掃車 清掃車 清掃車

相

手

側

店舗看板 自転車 自転車

状況 接触 接触 接触

内容 物損 人身 人身

金額 ６１，４２５円 ６２，７５０円 ４８，０３９円



区分 ４ ５ ６

相

手

方

杉並区

和泉１丁目在住

男性

杉並区

下井草２丁目在住

男性

練馬区

大泉 5 丁目在住

男性

事

故

日

平成 24 年 4 月 14 日 平成 24 年 6 月 29 日 平成 24 年 7 月 19 日

場所 杉並区和泉１丁目 杉並区下井草１丁目 杉並区堀ノ内２丁目

車

両

等

区

側
清掃車 庁有車 庁有車

相

手

側

普通乗用車 自転車 ワンボックスカー

状況 接触 接触 接触

内容 物損 人身 物損

金額 １３７，４４５円 ４２，４１５円 ４１，１００円


